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【照会先】 

  奈良労働局労働基準部賃金室 

  室 長  岩崎 靖 

 監察監督官  越智 隆司 

  電話 ０７４２－３２－０２０６ 

 

 

 

平成３０年度 奈良県最低賃金の改正決定について 

― 平成３０年１０月４日から時間額８１１円 ― 

 

  

  奈良労働局は、奈良県最低賃金を平成３０年９月４日付けで正式に改正決定し、同日

官報公示を行いました。 

  これにより、奈良県最低賃金は、官報公示の３０日後である平成３０年１０月４日か

ら時間額８１１円となります。 

 

奈良県最低賃金は、奈良県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され

ます。 

 

 

（参  考） 
奈良県最低賃金の推移 

 

年 度 最低賃金額（時間額） 引上げ額 引上げ率 

平成26年度 ７２４円 １４円 １.９７％ 

平成27年度 ７４０円 １６円 ２.２１％ 

平成28年度 ７６２円 ２２円 ２.９７％ 

平成29年度 ７８６円 ２４円 ３.１５％ 

平成30年度 ８１１円 ２５円 ３.１８％ 
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